
 

 

 

 

 

 

 

三重県子どもの貧困対策計画（仮称） 
 

中間案 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１１月 

三重県 

 

 

資料２－２ 



目  次 

Ⅰ 計画策定の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・１ 

１ 計画策定の趣旨  

  ２ 計画の位置づけ 

  ３ 計画の期間 

  ４ 子どもの貧困のとらえ方 

 

Ⅱ 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

    子どもの貧困に関する現状と課題 

 

Ⅲ 実態調査   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

  １ 調査の目的 

  ２ 調査の概要 

  ３ 調査結果（聴き取り調査の内容から見えた貧困につながる要因と課題） 

 

Ⅳ 基本理念と基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・  19 

  １ 基本理念  

２ 基本方針  

 

Ⅴ 具体的取組と計画目標 ・・・・・・・・・・・・・ 20 

  １ 考え方  

  ２ 具体的な取組  

    １ 教育の支援 

    ２ 生活の支援 

    ３ 保護者に対する就労の支援  

    ４ 経済的支援  

    ５ 包括的かつ一元的な支援  

 

Ⅵ 計画の推進体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 



Ⅰ 計画策定の基本的な考え方 
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Ⅰ 計画策定の基本的な考え方 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

平成 26年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（以下「法」という。）

が施行され、８月には「子供の貧困対策に関する大綱」（以下「大綱」という。）

が閣議決定されました。 

法において、都道府県は、大綱を勘案して、子どもの貧困対策についての計画

を定めるよう努めることが規定されています。 

  三重県では、平成 26年度、少子化対策をはじめとする子ども・家庭政策の５年

間の計画である「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」を策定し、子ども

の貧困対策を重点的な取組の一つとして位置づけています。 

子どもの将来が、その生まれ育った環境によって左右されたり貧困の連鎖によ

って閉ざされることのないよう、子どもの貧困対策を着実かつ継続的に実行する

ため、「三重県子どもの貧困対策計画（仮称）」を新たに策定し、地域の実情に応

じた施策に取り組んでいきます。 

 

   

２ 計画の位置づけ 

  この計画は、法第９条第１項に基づき定める三重県における「子どもの貧困対

策についての計画」です。 

 

 

３ 計画の期間 

  この計画の期間は、「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」の計画期間（平

成 27 年度から平成 31 年度）の終期に合わせて、平成 28 年度から平成 31 年度ま

での４年間とします。 

 

 

４ 子どもの貧困のとらえ方  

  経済的困難や、経済的困難に起因して発生する様々な課題（病気や発達の遅れ、

自尊感情や意欲の喪失、学力不振、問題行動や非行、社会的な孤立、進学機会の

喪失等）を子どもが抱えている状況を、子どもの貧困ととらえます。 
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Ⅱ 現状と課題 

  

  

（１）子どもの貧困率（全国値） 

 〇 平成 25年国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、我が国の子どもの貧困

率は 16.3％と、おおよそ６人に１人の子どもが平均的な生活水準の半分（貧困

線）に満たない状況にあります。 

 〇 また、子どもがいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満）のうち、特に

大人が１人の世帯の貧困率は 54.6％と非常に高い水準となっており、ひとり親

世帯など大人１人で子どもを養育している家庭が経済的に苦しい状況にあるこ

とがうかがえます。 

 

 

 

全国の貧困率の年次推移 （平成25年国民生活基礎調査） 単位：％

Ｈ３ Ｈ６ Ｈ９ Ｈ１２ Ｈ１５ Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２４

13.5 13.7 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1

12.8 12.1 13.4 14.5 13.7 14.2 15.7 16.3

11.7 11.2 12.2 13.1 12.5 12.2 14.6 15.1

大人が１人 50.1 53.2 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6

大人が2人以上 10.8 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4

135 144 149 137 130 127 125 122

※ 相対的貧困率とは、貧困線(等価可処分所得の中央値の半分の額)を下回る等価可処分所得しか得ていない
世帯員の割合。

※ 子どもがいる現役世帯の貧困率とは、現役世帯に属する世帯員全員に占める、等価可処分が貧困線に満たな
い世帯の世帯員の割合。

※ 大人とは18歳以上の者、子どもとは18歳未満の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯
をいう。

相対的貧困率

子どもの貧困率

子どもがいる現役世帯

貧困線 （万円）
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（２）生活保護世帯の子どもの数 

 〇 県内の生活保護世帯数は、平成 26 年度は 12,928 世帯と、年々増加傾向にあ

ります。  

〇 また、被保護世帯人員についても、同じく増加傾向にあります。このうち、

生活保護世帯における 18 歳未満の人数は、2,000 人台で推移しており、県全体

の 18 歳未満の人数に占める割合は、全国平均より低い 0.7％台で推移していま

す。 

 

※生活保護世帯における 18 歳未満の割合の分母は、各年 10 月 1 日現在の全ての 18 歳未満の推計人口 

 

 

 

 

 

被保護世帯数等の推移（厚生労働省：被保護者調査）
H21年度 H22 年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

10,426 11,824 12,615 12,830 12,927 12,928

14,239 16,281 17,416 17,478 17,495 17,251

0～5歳 432 536 605 562 530 487

6～11歳 669 770 817 775 766 736

12～14歳 383 469 499 482 464 445

15～17歳 386 436 489 460 488 469

合 計 1,870 2,211 2,410 2,279 2,248 2,137

18歳未満人口 312,520 309,157 306,652 302,516 298,948 294,914

割合（％） 0.60 0.72 0.79 0.75 0.75 0.72

三重県

被保護世帯数

被保護世帯人員（人）

生
活
保
護
世
帯
に
お
け

る
１
8
歳
未
満
の
人
数

(

人

）
及
び
全
て
の

1
8
歳
未
満
人
口
に
占

め
る
割
合
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（３）生活保護世帯の子どもの進学率、就職率、高等学校中退率 

 〇 県全体の中学校卒業者の高等学校等進学率は、全国平均と同様に 98％台で推

移しており、ほとんどの子どもは高等学校等に進学しています。 

   県全体の高等学校等卒業者の大学等進学率は、約 50％で推移しており、全国

平均をやや下回る程度ですが、就職率は、約 25％程度と、全国平均を 8 ポイン

ト程度上回っています。 

 〇 生活保護世帯の子どもの場合、高等学校等進学率及び大学等進学率は、県全

体と比較するといずれも低く、特に大学等進学率は全国平均と比較して大きく

下回っています。一方で、高等学校等卒業後の就職率は、全国平均と比較して

高い割合となっています。 

 〇 高等学校等中退率について、生活保護世帯は県全体と比較すると高く、全国

平均と比較すると低い水準となっています。 

 

 (注)高等学校等とは、高等学校（中等教育諸学校後期課程、特別支援学校高等部を含む）、 

高等専門学校又は専修学校の高等課程等をいう。なお、生活保護世帯の高等学校等中退率  

は、専修学校等は含まれない。 

 

 

生活保護世帯の子どもの進学率、就職率、高等学校中退率

〇中学校卒業後

生活保護世帯 生活保護世帯
Ｈ２１年度 98.2 83.9 97.9 87.5
Ｈ２２年度 98.4 89.7 98.0 89.5
Ｈ２３年度 98.5 91.9 98.2 89.6
Ｈ２４年度 98.4 89.0 98.3 90.8
Ｈ２５年度 98.4 90.8 98.4 91.1
Ｈ２６年度 98.6 93.5 98.4 集計中

生活保護世帯 生活保護世帯
Ｈ２１年度 0.6 － 0.5 －
Ｈ２２年度 0.5 － 0.4 －
Ｈ２３年度 0.5 3.0 0.4 －
Ｈ２４年度 0.4 2.7 0.4 2.5
Ｈ２５年度 0.5 3.9 0.4 2.0
Ｈ２６年度 0.6 1.4 0.4 集計中

生活保護世帯 生活保護世帯
Ｈ２１年度 1.7 － 1.7 －
Ｈ２２年度 1.6 － 1.6 －
Ｈ２３年度 1.7 5.4 1.6 －
Ｈ２４年度 1.5 3.9 1.5 5.3
Ｈ２５年度 1.6 3.8 1.7 4.9
Ｈ２６年度 1.7 2.6 1.5 集計中

高等学校等進学率（％）

就職率（％）

高等学校等中退率（％）

三重県 全 国

三重県 全 国

三重県 全 国
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 （注）大学等は、大学等（大学及び短期大学）、専修学校等（専修学校及び各種学校）をいう。 

  

 

（４）就学援助を受けた児童生徒（要保護・準要保護児童生徒）の数 

 〇 義務教育に関しては、「学校教育法」第 19 条の規定に基づき、経済的な理由

により就学が困難と認められる小中学校の児童生徒の保護者に対して、市町が、

学用品費、通学費、修学旅行費等の援助を行っています。対象者は、生活保護

法第６条第２項に規定する「要保護者」と、市町教育委員会が要保護者に準ず

る程度に困窮していると認定する「準要保護者」となっています。 

 〇 全国の就学援助を受けた公立小中学校児童生徒の数は、平成 25 年度で 

1,514,515 人と 2 年連続の減少となっています。全児童生徒数に占める割合は、

15.42％（就学援助率）で、平成 7年の当該調査開始以来、初めての減少となっ

ています。この減少の主な要因は、就学援助対象人数については、児童生徒数

全体の減少、就学援助率については、経済状況の改善が考えられます。 

 〇 平成 25年度で、本県の就学援助を受けた公立小中学校児童生徒の数は、17,463

人、就学援助率は、11.61％となっており、国の就学援助率を下回っているもの

の、児童生徒の 10人に 1人は就学援助を受けていることになります。 

 

＝「参考」＝ 

 三重県公立小中学校数（平成 27 年 5 月 1 日現在） 小学校 399 校 中学校 164 校 

 ※三重県教育委員会「学校基本調査」 

〇高等学校等卒業後

生活保護世帯 生活保護世帯
Ｈ２１年度 51.9 - 53.9 -
Ｈ２２年度 52.1 - 54.3 -
Ｈ２３年度 52.2 4.3 53.9 -
Ｈ２４年度 51.9 10.6 53.5 32.9
Ｈ２５年度 50.9 8.7 53.2 31.7
Ｈ２６年度 51.5 12.6 53.8 集計中

生活保護世帯 生活保護世帯
Ｈ２１年度 27.0 - 18.2 -
Ｈ２２年度 23.9 - 15.8 -
Ｈ２３年度 24.6 62.3 16.3 -
Ｈ２４年度 24.1 74.1 16.8 46.1
Ｈ２５年度 25.2 58.7 17.0 43.6
Ｈ２６年度 26.0 57.9 17.5 集計中

※文部科学省「学校基本調査」、厚生労働省「就労支援等の状況調査」

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

三重県 全 国

三重県 全 国

大学等進学率（％）

就職率（％）
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※ 文部科学省「要保護及び準要保護児童生徒数（各都道府県別）」 

 

 

（５）ひとり親家庭の世帯数等  

 〇 本県の平成 22 年の 20 歳未満の世帯員がいる世帯は 185,575 世帯で、このう

ちひとり親世帯（他の世帯員も含む）の割合は 9.6%（母子世帯の割合は 7.9%、

父子世帯の割合は 1.7%）となっており、世帯数は、17,820世帯となっています。

平成 12年から平成 22年の間では、母子世帯は 58.8％（5,430 世帯増）、父子世

帯は 54.7％（1,115 世帯増）の増加となっています。 

 〇 児童扶養手当受給者数も増加傾向にあり、平成 22 年度に 14,000 人を超えて

以降、毎年 14,000 人台で推移しています。（平成 22 年 6月に児童扶養手当法が改正

され、父子家庭も支給対象になりました。） 

 

要保護及び準要保護児童生徒数の推移

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

三重県 15,923 16,780 17,197 17,175 17,463

全 国 1,488,113 1,551,083 1,567,831 1,552,023 1,514,515

三重県 157,704 155,784 154,440 152,160 150,432

全 国 10,255,247 10,148,668 10,061,116 9,922,963 9,822,443

三重県 10.10 10.77 11.14 11.29 11.61

全 国 14.51 15.28 15.58 15.64 15.42

就学援助を受け
た児童生徒数
(人）

就学援助率
（％）

公立小中学校
の児童生徒数
（人）
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※厚生労働省「福祉行政報告例」毎年度 3 月 31 日現在 

 

 

（６）ひとり親家庭の親の就業率等 

 〇 本県のひとり親家庭の就業状況については、母子世帯の母の就業率が約 80％

と全国と同様の水準です。 

 〇 本県のひとり親家庭の世帯平均収入は、全国の平均より、母子世帯及び父子

世帯ともに低い値となっています。また、父子世帯の父の就労収入は、全国の

平均より低い値となっています。 

〇 従事している仕事の内容は、本県の母子世帯は「事務（27.2％）」と「サービ 

ス業（17.2％）」が多く、全国調査と同様の傾向となっています。本県の父子世

帯は、「建設・採掘（20.7%）」、「農林漁業（11.8%）」と「事務（11.8%）」が多く、

一方で全国は「専門的・技術的職業(22.1%)」が多く、異なる傾向にあります。 

 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

三重県 9,142 9,892 10,695 11,589 12,300 12,894 13,088

全国 708,395 759,197 822,958 871,161 911,470 936,579 955,741

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

三重県 13,105 13,239 13,382 14,650 14,809 14,794 14,811

全国 955,941 966,266 985,682 1,038,244 1,071,466 1,085,552 1,075,336

年度 H26

三重県 14,428 単位：人

全国 1,058,663
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ひとり親家庭の親の就業状況（就業率） 単位：％

平成21年度 平成26年度 平成18年度 平成23年度

90.2 81.6 84.5 80.6

- 100.0 97.5 91.3

三重県ひとり親家庭等実態調査 全国母子世帯等実態調査

母子世帯の母の就業率

父子世帯の父の就業率

ひとり親家庭の収入の状況

三重県ひとり親家庭等実態調査

（平成26年度）
全国母子世帯等実態調査

（平成23年度）

母子世帯の世帯収入 ２００～２５０万円未満 ※ ２９１万円

父子世帯の世帯収入 ２５０～３００万円未満 ※ ４５５万円

母子世帯の就労収入 １５０～２００万円未満 ※ １８１万円

父子世帯の就労収入 ２００～２５０万円未満 ※ ３６０万円

※全体の中央に位置する中央値の階層
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ひとり親家庭の親の就業状況（地位別仕事内容の割合） 単位：％

三重県ひとり親家庭等実態調査 全国母子世帯等調査

平成26年度 平成23年度

専門的・技術的職業 14.6 18.1

管理的職業 1.1 1.5

事務 27.2 21.8

販売 11.5 9.4

農林漁業 0.0 0.4

保安職業 0.0 0.2

生産工程 11.5 8.6

輸送・機械運転 1.1 0.5

建設・採掘 0.0 0.2

運搬・清掃・包装等 3.5 4.1

サービス業 17.2 23.0

その他（在宅、個人事業主等） 12.3 9.0

不詳 － 3.2

総数 100.0 100.0

専門的・技術的職業 2.9 22.1

管理的職業 0.0 7.0

事務 11.8 5.7

販売 8.8 4.9

農林漁業 11.8 3.9

保安職業 0.0 1.6

生産工程 2.9 10.4

輸送・機械運転 8.8 9.0

建設・採掘 20.7 10.0

運搬・清掃・包装等 2.9 5.1

サービス業 8.8 10.7

その他（在宅、個人事業主等） 20.6 8.0

不詳 － 1.6

総数 100.0 100.0

母
子
世
帯
の
母
の
就
業

父
子
世
帯
の
父
の
就
業
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（７）児童養護施設入所児童の進学率、就職率 

  児童養護施設に入所している三重県の子どもの学校卒業後の進路は、中学校卒

業後及び高等学校等卒業後ともに進学率が県全体を下回り、就職率は逆に高くな

っています。この傾向は、全国平均でも同様です。 

  

※文部科学省「学校基本調査」、厚生労働省家庭福祉課調べ 

※その他の進路を含めないため、合計は 100%にならない。 

 

 

（８）児童相談所における児童虐待相談件数の推移 

 〇 全国の児童相談所における児童虐待相談件数は増加し続けており、三重県で

も平成 26年度の児童虐待相談件数は 1,112件で、すべての養護相談件数の７割

以上を占めるまでになっています。 

※ 厚生労働省「福祉行政報告例」   注）H26 全国件数は速報値 

 

児童養護施設入所児童の進学率・就職率 平成26年5月1日現在

全体 児童養護施設 全体 児童養護施設

高等学校等進学率(%) 98.6 91.4 98.4 97.2

就職率（%) 0.6 5.7 0.4 1.3

大学等進学率(%) 51.5 18.2 53.8 22.6

就職率（%) 26.0 72.7 17.5 70.9

三重県 全国

中学校卒業後

高等学校等卒業後
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30日以上の欠席者
中学校 経済的

理由
平成19年度 1,962     223     3        1 ,596     140     

（ 138,882  ） （ 21,320  ） （ 194     ） （ 105,197  ） （ 12,171  ）
平成20年度 1,914     215     7        1 ,574     118     

（ 135,804  ） （ 19,420  ） （ 146     ） （ 103,985  ） （ 12,253  ）
平成21年度 1,817     206     4        1 ,471     136     

（ 128,210  ） （ 17,274  ） （ 137     ） （ 99,923   ） （ 10,876  ）
平成22年度 1,872     208     2        1 ,536     126     

（ 124,544  ） （ 16,769  ） （ 86      ） （ 97,255   ） （ 10,434  ）
平成23年度 1,824     203     4        1 ,498     119     

（ 122,053  ） （ 16,861  ） （ 72      ） （ 94,637   ） （ 10,483  ）
平成24年度 1,776     275     1        1 ,389     111     

（ 121,509  ） （ 18,481  ） （ 57      ） （ 91,249   ） （ 11,722  ）
平成25年度 1,703     245     5        1 ,371     82       

（ 125,465  ） （ 18,580  ） （ 55      ） （ 95,181   ） （ 11,649  ）
平成26年度 1,824     222     2        1 ,502     98       

（ 126,847  ） （ 18,786  ） （ 43      ） （ 96,789   ） （ 11,229  ）
※三重県学校基本調査、文部科学省学校基本調査

計 病気 不登校 その他
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（１０）就労構造（正規雇用・非正規雇用の別及び収入） 

 〇 全国の雇用者（役員等除く）5,240 万人の雇用形態をみると、平成 26年（平 

均）で 37.4％が非正規雇用（1,962万人）となっており、その中でパート・ア

ルバイト（1,347 万人）が最も多くなっています。男女別では、男性の非正規雇

用率が 21.8％に対し、女性は 56.7％と女性雇用者の過半数が非正規雇用となっ

ています。 

〇 三重県でも、平成 24年（平均）で、785,600人の雇用者（役員等除く）のう

ち、38.6％が非正規雇用（302,900人）となっており、その内訳は、パートが

161,800人、アルバイトが 52,800人となっています。男女別では、男性の非正

規雇用率が 20.4％に対し、女性は 60.8％と女性雇用者の過半数が非正規雇用と

なっています。 

○ 全国の非正規雇用者の収入は、男女問わず年収が 200万円未満の者が最も多

く、非正規雇用者全体の 75.9％の割合を占めています。 

 

 ※総務省「平成 24年就業構造基本調査」を基に作成 

・（  ）書きの割合は、非正規雇用職員・従業員の総数に対するもの 

総 数
( 人 ） パ ー ト アルバイト 労働者

派遣事業所

の派遣社員

契 約 社員 嘱 託 そ の 他

総数 785,600 482,700 302,900 161,800 52,800 15,400 37,500 17,200 18,300

割合（％） 100.0 61.4 38.6 (53.4) (17.4) (5.1) (12.4) (5.7) (6.0)

男 433,100 344,600 88,500 17,500 24,300 7,600 20,700 10,900 7,600

割合（％） 100.0 79.6 20.4 (19.8) (27.4) (8 .6 ) (23.3) (12.3) (8 .6 )

女 352,500 138,100 214,400 144,300 28,500 7,800 16,800 6,300 10,700

割合（％） 100.0 39.2 60.8 (67.3) (13.3) (3 .7 ) (7 .8 ) (2 .9 ) (5 .0 )

会社などの役員を除く雇用者の雇用形態（三重県）
正規の職

員
・従業員

非正規の
職員・従

業員

非正規の職員・従業員
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※総務省「労働力調査」 

 

 
※総務省「労働力調査」 

 

 

 

 

雇用形態

男女，仕事からの収入(年間)

パ ー ト アルバイト

総数 5586 5240 3278 1962 1347 943 404 119 292 119 86 - -
 100万円未満 858 837 78 759 678 442 236 24 22 10 26 2.5 39.6
 100～ 199万円 1029 995 299 696 504 394 111 41 96 30 25 9.4 36.3
 200～ 299万円 921 886 606 280 102 67 35 34 97 34 13 19.1 14.6
 300～ 399万円 814 768 660 107 23 14 8 11 45 21 8 20.8 5.6
 400～ 499万円 580 541 504 37 5 3 2 3 15 9 4 15.9 1.9
 500～ 699万円 672 619 595 24 3 2 1 2 8 8 3 18.7 1.3
 700～ 999万円 384 338 329 9 1 1 0 1 2 3 2 10.4 0.5
1000～1499万円 121 90 87 2 0 0 0 0 0 1 1 2.7 0.1
1500万円以上 41 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.1

総数 3151 2889 2259 630 304 103 201 48 159 76 43 - -
 100万円未満 192 184 27 158 127 27 100 8 9 4 10 1.2 25.8
 100～ 199万円 327 310 121 188 108 47 61 14 41 14 12 5.5 30.7
 200～ 299万円 486 464 329 135 42 17 25 13 52 21 7 15.0 22.0
 300～ 399万円 554 519 446 73 13 6 7 7 31 16 6 20.3 11.9
 400～ 499万円 446 415 386 29 3 1 2 3 12 8 3 17.6 4.7
 500～ 699万円 559 513 493 20 2 1 1 2 7 7 2 22.4 3.3
 700～ 999万円 344 303 296 7 0 0 0 0 2 3 1 13.5 1.1
1000～1499万円 112 84 82 2 0 - 0 0 0 1 1 3.7 0.3
1500万円以上 39 17 17 1 0 0 0 - 0 0 0 0.8 0.2

総数 2436 2351 1019 1332 1042 840 202 71 133 44 42 - -
 100万円未満 666 653 51 602 550 414 136 16 13 6 16 5.2 46.2
 100～ 199万円 701 685 177 508 396 347 50 27 55 16 14 18.0 39.0
 200～ 299万円 435 422 278 145 59 50 9 21 45 13 6 28.3 11.1
 300～ 399万円 261 249 215 35 9 8 1 5 13 5 2 21.9 2.7
 400～ 499万円 134 126 118 8 2 1 0 0 3 1 2 12.0 0.6
 500～ 699万円 113 106 103 3 1 1 0 0 1 1 1 10.5 0.2
 700～ 999万円 41 35 33 2 0 0 0 0 0 0 1 3.4 0.2
1000～1499万円 9 6 5 0 0 0 - - 0 - 0 0.5 -
1500万円以上 3 1 1 0 0 - 0 0 - - 0 0.1 -

男
女
計

男

女

実

数

2
0
1
4

年

平

均

仕事からの収入(年間），雇用形態別雇用者数

実 数（万人） 割合（％，ポイント）

雇用者
正規の
職員・
従業員

非正規の
職員・
従業員

うち
役員を
除く
雇用者

正規の
職員・
従業員

非正規の
職員・
従業員

パート・

アルバイト

労働者派
遣

事業所の
派遣社員

契約社員 嘱託 その他

会社などの役員を除く雇用者の雇用形態（全国）

雇用形態

パ ー ト アルバイト

2010年平均 5508 5138 3374 1763 1196 852 344 96 138 65.6 34.4
  2011 5531 5163 3352 1811 1229 874 355 96 127 64.9 35.1

2012 5522 5154 3340 1813 1241 888 353 90 128 64.8 35.2
2013 5545 5201 3294 1906 1320 928 392 116 273 115 82 63.3 36.7
2014 5586 5240 3278 1962 1347 943 404 119 292 119 86 62.6 37.4

2010年平均 3148 2865 2324 540 259 87 172 35 66 81.1 18.9
  2011 3163 2885 2313 571 276 94 182 39 62 80.1 19.9

2012 3147 2865 2300 566 272 97 175 36 61 80.3 19.7
2013 3140 2878 2267 610 301 101 200 48 147 72 42 78.8 21.2
2014 3151 2889 2259 630 304 103 201 48 159 76 43 78.2 21.8

2010年平均 2361 2273 1051 1223 937 764 172 62 73 46.2 53.8
  2011 2369 2279 1039 1241 954 779 173 59 66 45.6 54.4

2012 2375 2288 1041 1247 969 792 177 55 67 45.5 54.5
2013 2405 2323 1027 1296 1019 826 192 68 126 43 40 44.2 55.8
2014 2436 2351 1019 1332 1042 840 202 71 133 44 42 43.3 56.7

実 数（万人） 割 合（％・ポイント）

雇用者
正規の
職員・
従業員

非正規の
職員・
従業員

うち
役員を
除く
雇用者

正規の
職員・
従業員

非正規の
職員・
従業員

パート・
アルバイト

労働者派遣
事業所の
派遣社員

契約社員 嘱託 その他

男
女
計

333
360
354

197
197

女

152
163
157

男

181
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（１１）世帯の年収と子どもの学力 

 〇 我が国においては、家庭の経済状況や環境等により、子どもたちの進学機会

や学力等に差が生じているとの指摘があります。また、学力格差が原因となっ

て、貧困の連鎖につながることが危惧されています。 

 

 

※国語Ａ、算数Ａ、数学Ａは主として「知識」に関する問題、国語Ｂ、算数Ｂ、数学Ｂは主と

して「活用」に関する問題 

「全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に

関する調査研究（国立大学法人お茶の水女子大学）」に基づき作成（三重県教育委員会） 

 

 

 

    
 

  2 6  
 

     

48  
9  

1.3 5 4 
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Ⅲ 実態調査 

 

 

１ 調査の目的 

   子どもの貧困の実態はわかりにくく、見えにくいものであることをふまえ、

児童相談所、福祉事務所、保育所、小中学校等の関係機関等を対象とした貧困

対応事例の聴き取り調査を行い、収集した事例について分析検証し、県内にお

ける貧困の現状をより具体的に把握することとしました。 

   

２ 調査の概要 

   以下の関係機関等が業務上関わった貧困事例について、県職員等が聴き取り

シートを基に調査を実施し、35事例を収集しました。（事例数が少数であるため、

統計的技法は用いず、事例検証を目的としました。） 

① 児童相談所、福祉事務所、保育所及び学校等 

② 当事者（児童養護施設、ＮＰＯからの間接聴き取り） 

③ 医療従事者 

 

３ 調査結果（聴き取り調査の内容から見えた貧困につながる要因と課題） 

聴き取り事例について、貧困につながる要因別に集計した結果は下表のとお

りです。 

   注）貧困につながる要因は、東京都荒川区の「子どもの貧困・社会排除問題研究プロジ

ェクト最終報告書」（平成 23 年 8 月）において抽出された「子どもの貧困・社会排除

のリスク」の分類を使用した。 

貧困につながる要因の別 件数 割合 

① 家計の不安定 ３５ １００％ 

（うち、生活保護受給） （16） （46％） 

② 生活の負担（多忙など） ２ ６％ 

③ 疾病・疾患等 １６ ４６％ 

④ 家族の人間関係 

（離婚・別居・死別・暴力・無関心など） 
２８ ８０％ 

⑤ 孤立 １０ ２９％ 

⑥ 貧困の連鎖 ３ ９％ 

⑦ その他（不十分な日本語能力・若年出産など） ８ ２７％ 

 ※複数の事象に該当する事例が多いため、合計は 100％にならない。 

 

経済的に困窮している家庭であると思われる事例を調査していることから、 

すべての事例が「①家計の不安」に該当しており、半数以上の世帯が生活保護を

受給しています。また、2 番目に多いのは、「④家族の人間関係」で、8 割の事例

が該当しており、次いで、「③疾病・疾患等」が 5割弱となっています。 
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（１）聴き取りを行った家庭の特徴 

   今回聴き取り調査（35 事例）を行った家庭の特徴として、ひとり親（母親）

家庭が 22事例、親自身の精神疾患（うつ病等）が 11事例みられました。 

   また、ひとり親家庭で、行政や地域からの支援を受けず、祖父母等（親族）

からの金銭面を含むサポートも一切受けていない、いわゆる社会的孤立にある

状況が 10事例に見受けられました。 

このほか、親の学歴が高校中退や高卒の場合が 19事例、ひとり親家庭で子ど

もが 3人以上いる多子世帯が 17事例みられました。 

    

（２）聴き取り結果の分析 

 ① 貧困につながる要因「①家計の不安定」 

状態 様々な理由で就労が困難になるなどして、経済的に困窮し普通の生活が

送れていないケース。本調査は、各関係機関に「貧困が疑われる事例」

を抽出するよう依頼したうえで行われたものであることから、すべての

事例が該当。 

【原因】就労の不安定、失業、事業不振、親族の経済援助停止・減少、養育費未払

い等  

件数 全事例(35 事例)が該当し、うち 16事例（46％）が生活保護を受給 

 

② 貧困につながる要因「②生活の負担（多忙など）」 

状態 子育てと仕事の両立に多忙を極めているケース。 

件数 2事例が該当 

 

③ 貧困につながる要因「③疾患・疾病等」 

状態 親が、けがや病気、精神疾患・精神不安定、浪費癖やアルコール依存、

異性依存といった疾患・疾病、身体障がい・精神障がい等を抱えている

ケース。 

件数 16事例（46％）が該当 

 

④ 貧困につながる要因「④家族の人間関係」 

状態 配偶者との離婚・別居・死別等により、ひとり親となったケース、配偶

者暴力や家族の不仲により家族関係が悪化する等、家族の人間関係の問

題が背景にあるケース 

件数 28事例（80％）が該当 

 

⑤ 貧困につながる要因「⑤孤立」 

状態 世帯が地域から孤立することなどによって、経済面や生活面で、公的な

支援や、親族や地域社会等からの支援を受けることができていないケー

ス 

件数 10事例（29％）が該当 
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⑥ 貧困につながる要因「⑥貧困の連鎖」 

状態 親が子ども時代に経済的困窮にあり、それが次の世代に引き継がれてし

まっているケース。今回の調査では、父母等が育った環境について具体

的な資料が乏しく、確認できなかったケースが多い。 

件数 3事例が該当 

 

⑦ 貧困につながる要因「⑦その他」 

状態 上記の①から⑥以外で特徴ある事象が背景にあるケース 

件数 保護者の不十分な日本語能力（3事例）、若年出産で支援が届いていない

（5事例）。 

 

注）今回の調査は、統計学的な抽出によらず、各関係機関に対して「貧困が疑われる世帯」

を各機関の判断で抽出するよう依頼したうえで行われたものであることから、上記表中及

び文中の率は、本県の貧困のリスクを割合として表すものではありません。 

 

（３）支援が必要な家族の適切な把握 

   今回の聴き取り事例（35 事例）のうち、保護者から各機関への相談により世

帯の状況が把握されるに至ったケースは１１件（生活保護５件、ＤＶ３件、保

育料等の相談３件）でした。 

   このほかの 24ケースは、児童虐待通報、保育料の滞納や不登校の発生等によ

り保育所や学校等が家庭の状況を把握し、各種支援を開始したものであって、

保護者自らの「ＳＯＳ」によるものではありませんでした。 

   このような、自ら「ＳＯＳ」を発することのない家庭を適切に把握し、必要

な支援を適切に行う必要があります。 

 

 

（４）聴き取り調査の結果をふまえた対応 

   聴き取り調査では、子どもの貧困家庭が、経済的な困難にとどまらず、複合

的で多様な課題を抱えている傾向にあることや、地域社会から孤立し、必要な

情報に接する機会の欠如や、行政等が行うサービスに自らアクセスしない、あ

るいはできない傾向があることが明らかになりました。 

   こうした世帯を適切に把握し、家庭へのサポート等を包括的に行うことがで

きれば、個々の状況に応じた必要な支援策（教育の支援、生活の支援、保護者

の就労の支援等）を関係機関において一層効果的に行うことができ、課題がよ

り深刻になる前の早期解決につながります。 

   このため、国の大綱に掲げられた、子どもの貧困対策のための各種支援策（教

育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援）に加え、行

政や民間機関が、各種相談や取組を通じて探知した情報を共有・活用し、支援

が必要な家庭を早期に発見し、必要な支援につなげていく取組（包括的かつ一

元的な支援）について、検討していきます。 
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Ⅳ 基本理念と基本方針 

 

 

１ 基本理念 

   三重県は、「三重県子ども条例」に基づき、子どもが、安心して生きることが

でき、虐待やいじめそしてあらゆる暴力や差別から守られ、自らの力を発揮し

て成長できること、そして思いや意見が尊重され、一人ひとりが人として大切

にされ、豊かに育つことができる地域社会づくりをめざしています。 

子どもの貧困対策においては、「三重県子ども条例」の基本理念（※）にの

っとり、生まれ育った家庭の経済状況に関わらず、三重の子どもたちが、必要

に応じた教育支援、生活支援、親への就労支援等によって、夢と希望を持って

健やかに成長できる環境整備が図られている状況をめざします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 基本方針 

（１）子どもに視点を置いた切れ目ない施策の実施  

    第一に子どもに視点を置いて、子どもを権利の主体としてその生活や成長

を保障する観点から、既存の子ども関連施策を基本に、その成長過程に応じ

た必要な施策を切れ目なく実施するよう配慮します。 

（２）子どもの貧困の実態をふまえた対策の推進 

    子どもの貧困の実態は見えにくく、とらえづらいと言われています。子ど

もの貧困の実態を的確に把握し、その実態をふまえた対策を推進します。 

（３）教育における総合的な対策の推進と機会均等の保障 

学校を貧困対策のプラットフォームと位置づけ、家庭の経済状況に関わら

ず、学ぶ意欲と能力のあるすべての子どもが質の高い教育を受けることを保

障するとともに、福祉関係機関と連携した貧困家庭の子どもたちへの支援に

取り組みます。 

（４）保護者に対する支援 

    子どもが経済面だけでなく、心身共に安心して生活し学べる環境が整うよ

う、保護者自らが、自己の課題に主体的に取り組み、その生活が安定するよ

う支援します。 

（５）緊急度の高い世帯への配慮 

生活保護世帯の子ども、ひとり親世帯の子ども及び児童養護施設等に入所 

   している子どもなど、生活困窮の懸念や緊急度に応じて、重点的に教育、就

労及び生活等の各種支援を講じるよう配慮します。 

 

※「三重県子ども条例」の基本理念（第 3 条） 

◆子どもを権利の主体として尊重すること。 

◆子どもの最善の利益を尊重すること。 

◆子どもの力を信頼すること。 
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を徹底するとともに、調査結果や課題解決に向けた学校の取組を、家庭・地

域と共有し、学校・家庭・地域が一体となり、児童生徒の意欲を引き出す学

習環境を整備します。また、県指導主事が小中学校を積極的に訪問し、学力

向上の取組の支援を行います。（教育委員会） 

 ・ 子どもたちが「学ぶ喜び」、「わかる楽しさ」を実感できるよう、教員の授

業力向上や授業改善につながる研修を推進します。（教育委員会） 

 

イ 学校を窓口とした関係機関等との連携 

・ 社会的な背景により多様な課題を抱える児童生徒に対する教育相談を充実

させるため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、心

理や福祉等の専門性を有する人材を学校に配置又は派遣し、教員と連携を図

り、貧困をはじめとする学校だけでは解決が困難な事案に対して支援を行い

ます。（教育委員会） 

・ ケースワーカー、医療機関、児童相談所、要保護児童対策地域協議会などの

福祉部門と教育委員会・学校等との連携強化を図っていきます。（健康福祉部、

教育委員会） 

 

ウ 地域による学習支援  

・ 三重県型コミュニティ・スクールを中心とする地域に開かれた学校経営（運

営）の仕組みの導入を促進するとともに、経済的な理由や家庭の事情により、

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていなかったりす

る子どもたちを含めた、小中学校の児童生徒を対象とした「地域未来塾」によ

る学習支援活動を推進します。また、地域の退職教員・大学生等による教科指

導の補助及び補充学習や発展的な学習を推進します。（教育委員会） 

・ 教育的に不利な環境のもとにある子どもの自尊感情や学習意欲を高めるた

め、学校・家庭・地域が連携して学習支援や体験活動などに取り組む「子ども

支援ネットワーク」の活動を促進します。（教育委員会） 

・ 地域の大人の協力を得て、学校等を活用し、計画的に子どもたちの活動拠点

（居場所）を確保し、放課後や週末等における様々な体験活動や地域住民との

交流活動等を行う「放課後子ども教室」への支援を行います。（健康福祉部子

ども・家庭局） 

・ 大学生や退職教員、民間事業者等の知識や技能等を活用する取組を支援しま

す。（教育委員会） 

・ 地域で子どもたちの体験活動等に取り組む関係者のネットワークを構築しま

す。（教育委員会） 

・ 貧困の状況にある子どもを支援している民間団体が行う体験活動への助成を

行っている「子どもゆめ基金」事業を周知します。（教育委員会） 

 

エ 高等学校等における就学継続のための支援 

・ 小・中・高を通じて、組織的・系統的なキャリア教育の充実・改善、仕事

に対する児童生徒の理解促進、外部人材を活用した職場定着支援等に取り組

み、地域の担い手育成を推進します。（教育委員会） 
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・ 高校等中退者が高等学校等に再入学して学び直す場合、卒業するまで（最

長２年間）授業料に係る支援を受けることができるよう、高等学校等就学支

援金相当額を支給します。（教育委員会） 

 

オ その他の教育支援 

・ 学校給食関係者との会議の場を通じて、学校給食の普及・充実に関する啓発

を図るとともに、学校給食を食育の｢生きた教材｣として活用し、望ましい食生

活に対する子どもたちの関心と理解を深めていきます。（教育委員会） 

 

② 幼児教育に係る経済的負担の軽減 

・ 市町が事業主体となって行う、公・私立幼稚園間の保護者負担の較差の是

正を図るために実施する就園奨励事業に係る補助金事務を支援します。（健康

福祉部子ども・家庭局） 

・ 国の「幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務省会議」の動向等をふ

まえ、多子世帯の負担軽減や低所得世帯の負担軽減など、幼児教育の段階的

無償化に向けた取組を推進します。（健康福祉部子ども・家庭局） 

 

③ 義務教育段階の就学支援の充実 

・ 生活保護費のうち、「教育扶助」により、義務教育期間の子どもがいる世 

帯に給食費や学用品など、修学にかかる費用を支給します。（健康福祉部） 

・ 教員を対象に、教育相談に関する専門的内容を学ぶ研修会や講演会、教育相

談に携わる教員が相互につながりネットワークを広める研修会、家庭、地域、

保健・福祉等との連携のあり方を学ぶ研修会を開催し、子どもの貧困問題をは

じめとする様々な教育相談に関する資質の向上を図ります。（教育委員会） 

・ 福祉の専門性を有するスクールソーシャルワーカーを学校の要請に応じて派

遣し、教員と連携を図り、貧困をはじめとする学校だけでは解決が困難な事案

に対して支援を行います。（教育委員会） 

 

④ 高等学校等就学に対する教育機会の提供   

・ 県立高等学校に通う生徒で、市町村民税所得割の額が 30 万 4，200 円未満

の世帯（年収目安：約 910 万円未満）に属する生徒に対して、授業料に充て

るため、高等学校等就学支援金を支給します。（教育委員会） 

・ 授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対し、給付

金を支給します。（教育委員会） 

・ 経済的な理由で修学が困難な生徒に対し、奨学金を貸与します。また、ひ

とり親家庭の修学を支援するため、貸与に係る収入の基準の見直しについて

検討します。（教育委員会）  

・ 「生活保護法」に基づく保護を受けている者及びこれに準ずる者などの授

業料の全部又は一部を減免します。（教育委員会） 

・ 生活保護世帯の子どもが、高等学校等に進学する際には、入学料、入学考

査料等を支給します。また、生活保護世帯の高校生の就労収入のうち、本人

の高校卒業後の大学等の進学費用にかかる経費に充てられる場合について
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は、収入として認定しない取扱いとします。（健康福祉部） 

・ 定時制及び通信制に学ぶ生徒のうち、低所得世帯の生徒が安心して教育を

受けられるよう、教科書・学習書を給付します。（教育委員会） 

・ 私立高等学校に通う生徒で、市町村民税所得割の額が 30 万 4,200円未満の

世帯（年収目安：約 910 万円未満）の世帯に属する生徒に対して、授業料に

充てるため、高等学校等就学支援金を支給します。（環境生活部） 

・ 保護者の経済的負担を軽減し、修学に対する支援を行うため、授業料や入

学料の減免等を行う私立高等学校等に対して補助を行います。（環境生活部） 

・ 授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒の保護者等に

対し、給付金を支給します。（環境生活部） 

・ 専修学校高等課程で修業することにより、資格・免許を取得又は技能を修

得し、将来の経済的自立につなげようとする低所得世帯の生徒に対し、奨学

金を貸与します。（環境生活部） 

・ 専修学校専門課程で修業することにより、資格・免許を取得又は技能を修

得し、将来の経済的自立につなげようとする低所得世帯の生徒に対し、奨学

金の利用にかかる利子の一部を助成します。（環境生活部） 

・ ひとり親家庭の子どもが、高等学校等に就学するために必要な授業料等資

金の貸付を行います。（健康福祉部子ども・家庭局） 

 

⑤ 特別支援教育に関する教育の支援 

・ 特別支援学校に就学する幼児児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するた

め、交通費、学用品購入費等の就学に必要な経費の一部を支援します。（教育

委員会） 

・ 発達障がいを含む特別な支援を必要とする幼児児童生徒への支援が早期に

行われ、学校間で支援情報が円滑に引き継がれるよう、支援体制の充実を図

ります。（教育委員会） 

・ 発達障がい児等に対する重層的な支援体制の構築をめざし、市町における

専門人材の育成、発達障がい児等に対する支援ツール「ＣＬＭ（Check List 

In Mie：発達チェックリスト）と個別の指導計画」の保育所・幼稚園等へ

の導入促進や家族支援等を行います。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 特別支援学校における一人ひとりの進路希望を実現できるよう、計画的・

組織的なキャリア教育を進めます。（教育委員会） 

 

⑥ 大学等進学に対する教育機会の提供 

 ・ 意欲と能力のある学生等が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよ

う、三重県が設置運営する大学の授業料免除等を行います。（健康福祉部医療

対策局、農林水産部） 

・ 養成施設卒業後、三重県内で看護職員や保育士等として就業する意思のあ

る方で、貸与を希望される方に返還猶予や返還免除付きの修学資金の貸付を

行います。（健康福祉部医療対策局）（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 国内の医学部医学科に在学し、卒業後県内において、一定の返還免除条件

を満たす勤務をしようとする人に対して修学資金の貸与を行います。（健康福
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（H25） 

注）目標は■ モニタリング指標は□  

モニタリング指標： 目標値は設定しないものの対策を進める上でフォローが必要な指標 

 

（２） 生活の支援 

   貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の

状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供、その他の貧困の状況に

ある子どもの生活に関する支援を行います。 

① 保護者の生活支援 

ア 保護者の自立支援   

・ 生活困窮者に対し、「生活困窮者自立支援法」に基づく自立相談支援事業を

行います。また、家計に課題のある生活困窮者に対し、家計相談支援事業を

実施するとともに、市町（福祉事務所設置自治体）においても取組が進むよ

う、必要な情報提供を行います。（健康福祉部） 

・ 三重県母子・父子福祉センターにおいて、家庭での育児や子どもの世話な

どに悩みを持つひとり親家庭を対象にした情報交換会や生活相談を実施する

ことにより、ひとり親家庭の生活を支援します。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援

員の派遣等により児童の世話等を行うひとり親家庭等日常生活支援事業の拡

充を図り、ひとり親家庭が安心して子育てをしながら生活することができる

環境整備を進めます。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 母子生活支援施設において、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にあ

る女子及びその者の監護すべき児童を保護するとともに、自立の促進のため

にその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行い

ます。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 女性相談所において、配偶者等からの暴力（ＤＶ）被害や生活困窮など、

さまざまな事情により困難を抱えている女性の自立のための相談、支援を行

います。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 婦人保護施設において、配偶者等からの暴力被害や生活の困窮など、さま

ざまな事情により困難を抱えている女性を保護するとともに、自立の促進の

ためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を

行います。（健康福祉部子ども・家庭局） 

 

イ 子育ての支援  

・ 児童相談所において、児童の福祉に関する相談を受け、児童の家庭、地域

状況、生活歴や発達、性格、行動等について専門的な調査、判定等を行い、

処遇方針を定め、自らまたは市町等の関係機関と連携して、児童とその家族

の支援等を行います。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 家庭の経済状況等に関わらず、安心して妊娠・出産し、子どもが健やかに

育成されるよう、身近な地域で、妊産婦等の支援ニーズに応じて、妊娠期か

ら子育て期にかけて切れ目ない支援を行える体制づくり「まるっとサポート
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みえ（三重県版ネウボラ）」を推進します。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・関係機関が主体的に連携し、若年層の予期せぬ妊娠に対する相談や育児不安

を解消する取組を支援します。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 平成 26年度に策定した「三重県子ども・子育て支援事業支援計画」に基づ

き、市町が保育所、認定こども園、放課後児童クラブの整備等を着実に行え

るよう支援します。（健康福祉部子ども・家庭局）  

・ ひとり親家庭等の子どもの保育等を確保するため、保育所や放課後児童ク

ラブを利用するひとり親家庭を支援します。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 保育士等を対象とした人権保育専門研修により、子どもの貧困に関する保

育士の理解を深めるよう努めます。（健康福祉部子ども・家庭局） 

 

ウ 保護者の健康確保 

・ 特定妊婦や要支援家庭等のハイリスクケースを早期に把握し支援するため、

平成 26 年度に県内で統一した妊娠届出時アンケートを活用した医療機関と

市町との連携、市町が行う産前の妊婦健診や医療機関による産後ケア、乳児

家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業などの取組を支援します。（健康福祉部

子ども・家庭局） 

・ ひとり親家庭等が必要な医療を安心して受けることができるよう、引き続

き市町が実施する医療費助成事業に要する経費について補助を行います。（健

康福祉部医療対策局） 

・ 生活保護受給者が安心して医療機関で治療を受けることができるよう、生

活保護制度の医療費扶助によって必要な支援を行います。（健康福祉部） 

 

② 子どもの生活支援 

ア 児童虐待への対応 

・ 児童相談所の児童虐待への的確な早期対応と、その後の再発防止、家族再

統合などの家族支援のため、法的対応や介入型支援を推進します。（健康福祉

部子ども・家庭局） 

 

イ 社会的養護の充実 

・ 保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を保護して

里親や児童養護施設の下で安定した生活環境を整えるとともに、家庭環境の

調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援

します。（健康福祉部子ども・家庭局） 

・ 社会的養護を必要とする子どもが、家庭的な養育環境の中で豊かに育ち、

最善の利益が保障されることをめざし、平成 26 年度に策定した「三重県家庭

的養護推進計画」に基づき、施設の小規模化や里親委託率の向上等、家庭的

養護の推進を図ります。（健康福祉部子ども・家庭局） 

 

ウ  子どもの健康確保  

・ 子どもの発育・栄養状態の確認等を目的として市町が行う乳幼児健康診査

の実施のための調整や、データの分析を行います。（健康福祉部子ども・家庭
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立支援センター）相談件数 (H26) 

□ 
生活保護世帯に属する子どもの就職率（中学校卒業後） 1.4 

(H26） 
－ 

□ 
生活保護世帯に属する子どもの就職率（高等学校等卒 

業後） 

57.9 

(H26) 
－ 

□ 
児童養護施設の子どもの就職率（中学校卒業後） 5.7 

(H26) 
－ 

□ 
児童養護施設の子どもの就職率（高等学校等卒業後） 72.7 

(H26) 
－ 

□ 
妊娠期から子育て期にわたる総合的な窓口が整備され 

ている市町数 

24市町 

(H26) 
－ 

□ 
妊娠届出時等に医療機関と情報提供等の連携した市町 

数 

10市町 

(H26) 
－ 

注）目標は■ モニタリング指標は□で表記 

モニタリング指標： 目標値は設定しないものの対策を進める上でフォローが必要な指標 

 

（３） 保護者に対する就労の支援 

貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせん 

など、貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援を行いま 

す。 

 

① 親の就労支援   

・ 生活保護受給者に対して、就労準備段階における支援、福祉事務所の就労

支援プログラムを活用した支援、福祉事務所に配置された就労支援員による

支援、生活保護ケースワーカーによる就労支援を行います。早期の自立が見

込まれる者については、福祉事務所とハローワークとの連携により、就労支

援チームを設置し、決定された支援方針に基づき、集中的な就労支援を行い

ます。また、一定の条件を満たす者に、就労活動促進費や就労自立給付金を

支給します。（健康福祉部） 

・ 生活困窮者に対して、一定の条件を満たす者に、就労準備段階から一般就

労に向けた支援を行うとともに、就労が可能な者に対しては、自立相談支援

事業による就労支援を実施します。早期の自立が見込まれる者については、

自立相談支援事業を実施する機関とハローワークとの連携により、就労支援

チームを設置し、決定された支援方針に基づき、集中的な就労支援を行いま

す。（健康福祉部） 

・ 三重県母子・父子福祉センター（母子家庭等就業・自立支援センター）に

おいて、ひとり親家庭の父母等の就業、就労等に関する相談支援、パソコン

教室などの就業支援講習会、就業情報の提供などを行います。（健康福祉部子

ども・家庭局） 

・ ひとり親家庭の父母が就職に有利な資格を取得できるよう、指定教育訓練
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Ⅵ 計画の推進体制 

 

 

 

１ 庁内外の連携 

  計画の推進にあたっては、市町、関係機関・団体、企業等との連携・協働のも

と、以下の役割をふまえて取り組むとともに、全庁的な推進体制により計画の進

行管理を行います。また、広く県民に向けての情報発信を行い、子どもの貧困対

策に県民が参加・協力する機運を醸成します。 

 

（１）県の役割 

  関係部局が連携を図りながら、関連施策の着実な実施に取り組みます。 

市町と施策の相互情報交換を行うなど、連携の強化に努めるとともに、地域

の実情をふまえた子どもの貧困対策が講じられるよう、市町及び関係機関を支

援します。 

関係機関・団体及び企業と情報交換を行うなど、連携の強化に努めるととも

に、関係機関・団体及び企業が、その期待される役割を果たせるよう支援しま

す。 

また、関係機関・団体や企業、県民に対する広報、周知啓発などを通じて、

子どもの貧困対策を進める機運の醸成を図ります。 

 

（２）市町の役割 

   住民に最も身近な行政機関として、児童福祉、保健、教育等の関係部署が連

携して、地域の実情をふまえた子どもの貧困対策に取り組みます。 

 

（３）関係機関・団体及び企業の役割 

   ＮＰＯや社会福祉法人などの関係機関・団体は、その特性を生かし、単独も

しくは行政や企業との連携・協働により、子どもの貧困対策に取り組むことが

期待されます。 

企業は、自らの社会的責任の視点に立って経済的困窮にある家庭の保護者等

が、子どもを豊かに育てられるよう雇用環境の整備に努めるとともに、地域の

中で、子どもの育ちを見守り、支える取組を推進することが期待されます。 

    

２ 計画の進行管理 

  本計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡ（計画→実行→評価→改善）のサイクル

に基づき進行管理を行い、必要に応じて取組の見直しを行います。 

 

 〇「Ⅴ具体的な取組」に記載した達成（数値）目標及び各支援ごとの取組につい

て、前年度の進捗状況を把握し、取組の成果や課題を明らかにしたうえで、こ

れを評価します。その後、外部の有識者や関係者の意見を聴きながら、次年度

以降の取組の改善方策の検討につなげます。 

 〇 改善方策をまとめ、以降の取組に反映させるとともに、県ホームページ等を

利用して県民の皆さんへ情報提供します。 

○ 国からは引き続き国内外の調査研究や先進事例等の情報提供を受け、子ども



Ⅵ 計画の推進体制 

 

33 

 

の貧困の実態把握や取組の改善に努めます。 


